
鳥取県営東山水泳場の指定管理候補者の選定について 

 

平成２７年８月２０日 
ス ポ ー ツ 課  

 

 鳥取県営東山水泳場の指定管理者について、地域振興部指定管理候補者審査委員会（以下「審査委

員会」という。）の審査結果を踏まえて検討を行った結果、次の団体を指定管理候補者として選定し

た。 

 

１ 指定管理候補者（指名指定） 

一般財団法人鳥取県水泳連盟 鳥取市天神５０番地３ 会長 川口 武 

  

２ 指定期間  平成２７年１１月１日から平成２９年３月３１日まで 
 

３ 委託料の額  ８５，４１６，０００円 

 

４ 審査委員 

氏   名 所    属    等 

池本 幸雄（委 員 長） 米子工業高等専門学校 教授 

黒田 多美子（副委員長） 鳥取県スポーツ推進委員協議会 理事 

古川 嘉彦 税理士 

山下 忍 鳥取県障がい者スポ－ツ協会 スポーツ指導員 

山﨑 嘉彦 鳥取県地域振興部 スポーツ振興監 

 

５ 審査結果 

（１）選定基準 

 選  定  基  準 審  査  項  目 配 点 

１ 施設の平等な利用を確保するの

に十分なものであること。 

（指定手続条例第５条第１号） 

（１）管理の基本的な考え方の適合性 

ア 施設設置目的の理解 

イ 指定管理者を希望する理由 

ウ 管理運営の方針 

（必 須） 

※平等な利

用が確保で

きないと認

められる場

合は失格 

２ 

 

 

 

 

 

施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

 

 

 

（１）施設の設置目的に沿ったサービス・事業

の内容（サービス向上策、利用促進策等、

利用者等の要望の把握及び対応方針） 

（２）管理の基準（開館時間、休館日、利用料

金等の設定、個人情報保護、情報の公開） 

（３）施設設備の維持管理及び衛生管理の水準 

（４）事故・事件の防止措置、緊急時の対応 

（５）スポーツの普及振興への理解 

 

 

５５ 

 

 



（６）スポーツの普及振興事業の企画力 

３ 管理に係る経費の効率化が図ら

れるものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

（１）収支計画及び見積内容 

（２）県の委託料額の多寡 ２０ 

４ 管理を安定して行うために必要

な人員及び財政的基礎を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

（指定手続条例第５条第３号） 

（１）法人等の財政基盤、経営基盤 

（２）組織及び職員の配置等 

（３）現在の施設職員の継続雇用に関する方針 

（４）関係法令に係る監督行政機関からの指導  

等の状況 

（５）法人等の社会的責任の遂行状況 

    ア  障がい者雇用 

    イ  男女共同参画推進企業の認定 

  ウ ＩＳＯ・ＴＥＡＳの認証等 

  エ  家庭教育推進協力企業としての協定

締結 

  オ あいサポート企業等の認定 

（６）管理運営実績評価 

３０ 

 
（２）審査結果（面接審査及び書類審査） 

 配 点 （一財）鳥取県水泳連盟 

選定基準１ 適／不適 適 

選定基準２  ５５ ４６．４０ 

選定基準３  ２０ １１．００ 

選定基準４  ３０ １９．６０ 

合 計 １０５ ７７．００ 

※点数は各委員の平均  

 
主な審査項目について 
○選定基準１【施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること】 

・管理運営の基本的な考え方を理解しており、評価された。 
 

○選定基準２【施設の効用を最大限に発揮させるものであること】 
・適正な管理・運営がなされており、評価された。 
・スポーツ教室や障がい者の方への指導、指導者派遣など普及、競技力向上のいずれも積極

的に取り組んでおり、評価された。 
 ・熱中症対策など安全管理が徹底されており、評価された。 
 ・多くの県民に身体の全身運動である水泳をし、健康で楽しめるよう取り組むこと。 
 
○選定基準３【管理に係る経費の効率化が図られるものであること】 
・省エネルギー化の推進によるコスト削減が図られており、評価された。 

 



○選定基準４【管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保

できる見込みがあること】 
・昨年度と比較して財務バランスが改善されており、評価された。 
・能力、資格のあるスタッフが多数おり、評価された。 
・他の県の推進する施策についても取り組むこと。 

 
○その他  
 ・水泳の競技力向上、初心者指導、健康目的の水泳・水中運動等に鳥取県の中心になり一層  

取り組むこと。 
 ・競技力向上のための施設であるが、利用者の意見を取り入れるなど地域住民とのコミュニ

ケーションも取れており、水泳の普及に取り組む姿勢は評価できる。 
 ・小学校への出前教室など２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けて期待したい。 
 

 

６ 指定管理候補者の事業計画の概要 

（１）開館時間・休館日 

  ○開館時間：〈屋内プール〉午前１０時から午後８時（現行：午前１０時から午後７時２０分） 

        〈屋外プール〉６月１５日から９月１５日 

午前１０時から午後８時（現行どおり） 

  ○休 館 日：毎週水曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

（２）利用料金・減免 

  ○利用料金は、現行どおりとする。 

    ○減免基準は、現行どおりとする。 

 

（３）スポーツの普及振興のための取組み 

  ○子ども達がトップアスリートに触れることにより、夢や感動を与えられる機会を提供する。 

  ○障がい者や高齢者が気軽にスポーツを楽しめるよう機会を提供するとともに、障がい者が参加

するスポーツ大会等へ職員を派遣する。 

  ○県内外からの強化合宿を受け入れ、その活動を支援する。 

 

（４）経費削減のための取組み 

  ○マルチスタッフの育成により余剰な作業及び人員の発生を抑制する。 

  ○室温調整、省エネタイプの照明設備の使用、こまめな消灯等により職員全員が節電、節水をは

じめとして、あらゆる経費の削減に向けた取組を行う。 


